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２．自然災害による断減水等水道施設への被害が確認された

場合の情報提供依頼

風水害、地震等の自然災害による断減水の状況については、

昭和54年部長通知に基づき、報告をお願いしているところで

すが、風水害、地震等による断減水が発生した場合には、都

道府県において、管内の水道事業者等の状況をとりまとめの

上、以下のとおり各都道府県から厚生労働省健康局水道課あ

てに御報告をお願いします（大臣認可水道事業者等におかれ

ては、各都道府県あて御報告をお願いします。）。なお、給

水区域内の住民にとり日常生活の基盤となっている飲料水供

給施設や組合営等の公営以外の水道事業の断水状況について

も、被害情報の把握に努め、被害を確認した場合は、各都道

府県よりあわせて御報告をお願いします。
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が、風水害、地震等による断減水が発生した場合には、都道府

県において、管内の水道事業者等の状況をとりまとめの上、以

下のとおり各都道府県から厚生労働省健康局水道課あてに御

報告をお願いします（大臣認可水道事業者等におかれては、各

都道府県あて御報告をお願いします。）。なお、専用水道、簡

易専用水道、飲料水供給施設の断水状況については、情報収集

は不要です。ただし、情報を把握した場合は、各都道府県より

あわせて御報告をお願いします。


